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少年サポートセンター
長崎県警察本部生活安全部
人身安全・少年課少年対策室内
〒850-8548 長崎市尾上町３－３
代表(095)820-0110 内線3081
ヤングテレホン（少年相談専用電話）
0120－786714（なやむなひとよ）

旧年中は、関係機関の皆様には大変お世話になり、
本当にありがとうございました。
年が明け、より一層、関係機関の皆様と情報共有・

連携に努めてまいりたいと思っております。
本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

少年サポートセンターの活動について
少年サポートセンターは、以前は街頭補導業務に多くの時間を費やしてい

ましたが、現在は、少年相談とその対応、そして相談受理を機に少年の継続
補導や立ち直り支援活動を行うことが主となっています。
少年の健全育成や更生のために適切な措置を講じるには、その少年にかか

る対応を警察のみで行うのではなく、少年の状況に応じ、しかるべき専門機
関等に少年をつなぎ、また、関係機関等と協力して対応するなど､その都度、
適切に判断する必要があると思われます。
そのため、少年サポートセンターは、関係機関の皆様とこれまで以上に情

報共有と連携に努め、少年の非行防止と健全育成の役割をしっかり担ってい
きたいと思っております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

◆少年サポートセンター (長崎市尾上町３-３ 警察本部２階）
◆県南少年サポートセンター (長崎市上町１-19 ２階）
◆県北少年サポートセンター (佐世保市万徳町10-３ 佐世保こども・

女性・障害者支援センター内３階）

警察では、少年非行や犯罪被害など
に関する相談を受けています
○ 最寄りの警察署
○ ♯9110（警察相談専用電話）

○ 0120- 7 8 6 7 1 4
なやむなひとよ

（少年相談専用電話「ヤングテレホン」）
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